
今⽉は理事の申し合わせで理事会はありませんでし
た。 
 進むガレージセールの準備 
ことしのガレージセールには昨年閉店したジャパン
センター「オモダカ」から寄贈された商品も多く売
り上げが期待されます。 
 責任者からのお願い 
会員の皆さんへ 
先⽉のニュースレターに掲載しましたがもう⼀度お
報らせとお願いです。理事の⽅々がセールの準備、
出品集めに奔⾛してます。会員の皆様の参加をぜひ
お願いします。それと⼀冊の本、雑誌、古着でも結
構ですからとお友達に電話をして協⼒をお願いして
ください。その電話で当⽇来てくれるか新会員に
なって呉れるかも知れません。各家庭には必ず何か
不必要品がガレージかクローゼットにあります。
「品物は持ち運びの出来る売れそうな物なら何でも

良いから」とお電話してみてください。当⽇持ってこられ
ない⽅は電話を北までお願いします。この集まりは皆んなの顔合わせの良い機会に
もなり、また災害の際の相互扶助の繋がりになります。理事全員が頑張って居ま
す。会員の皆様よろしくお願いします。ガレージセール責任者 北哲也 
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新しく入会された仲間です  

宇⽥川博⽂（うだがわ ひろぶみ）さん 
この⼈、宇⽥川さんご⾃⾝の説明によるとア
メリカ移住が決まりベイエリアに⼊り半年ほ
どで仕事の関係もあり⽇本⼈のほとんどいな
いプレザントンに住みこの夏で１５年になり
ます。仕事の⾯で⽇本との関係もなく⾃宅以
外で⽇本語を話すこともほとんどなかったそ
うです。その宇⽥川さんがジャパンクラブに
⼊ろうと思われた理由については「昨年３⽉

の東⽇本⼤震災以降、⾃分と⽇本の関係が希薄になっていくこと
に危機感を覚えていたとき⼤学（東京⼤学）の先輩上野さんに
ジャパンクラブのお話をお聞きしベイエリアにお住まいの⽇本⼈
の⽅々との交流を深めたいと思いました。今後ジャパンクラブの
イベント、催し物等に積極的に参加しネットワークを広げていき
たい」と頼もしいコメント。東京都出⾝。ご家族は⽇本在住のお
嬢さんを除いて、⾳楽家の奥様と今春補習⾼⾼等科を卒業したご
⻑男の３⼈暮らし。最後に宇⽥川後輩について上野正安会⻑は 
「いい男ですし、ゴルフもうまいので、会員のいい刺激になるの
では、、、」と。 

恒例のガレージセール 5月26日（土曜日）8:30 AM ー3:30 PM 
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⻫藤悦⼦（さいとう えつこ）さん 
神奈川県横須賀市出⾝、サンフランシスコ⽇本町のホテル・トモの横
のミラースーパーマーケットの前⾝ スーパー⼩⼭のオーナーを１３
年、その他 ビデオレンタル店、ゲームセンターと意欲的にご商売を
続け、すべてをリタイアーして１１年。今は息⼦さんと娘さんに⼤切
にされて毎⽇を過ごしていらっしゃいます。 
１９７１年の東京オリンピックにレスリングで出場、その後プロレス
リングでベイエリアで活躍のマサ⻫藤⽒と結婚。離婚はされました
が、今でもお互いを⼤切にしていらっしゃいます。 
悦⼦さんはどこにそんなバイタリティーがあるのかと思うほど、静か
な温和な⼥性ですが、ジャパンクラブの新年会に２度程出席下さり、
ガレージセールでも沢⼭の協⼒をして下さいました。ジャパンクラブ
会員の⽅達の⼀⽣懸命に感⼼され⼊会を希望して下さいました。 
⻫藤悦⼦さんについて簡単に紹介しました。私、柏原紀⼦も同じ神奈
川県⼈で信頼できる古くからの友⼈です。今後ジャパンクラブに対し
ても暖かい提⾔やアドバイスをして下さることを期待しています。 

ニュースレター未配達の⽅々へ  
４⽉号が理由はわかりませんが宛名シールがはがされて５名の⽅が配
達先不明で返送されて来ました。もし現時点で４⽉号ニュースレター
を⼊⼿されてない⽅は⾯倒でも下記に連絡して下さい。  
電話 （４１５）９３１ー４５５８ 福光 
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ると新聞でいわれていて私は猫を恨んでおりました、、、、
が、やっぱりかわいそうで“⼀晩だけよ”と⾔い聞かせ家に連
れて帰りました。 さあ⼤変！！ 
 その時も⼀時退院していた娘は⼤の猫好き、もう⽚時も離
さなくなってしまい、猫はクロちゃんと名づけられました。 
 
   それから⼗三年、⼊退院を繰り返す娘に若⼿のガンの専⾨
医からこれ以上投薬を続ければその薬害で命が危ないと⾔わ
れ、薬を少しづつ減らすことになりました。すると同じ時期
にクロちゃんの歩き⽅が異常になって来ましたので、病院に
連れてゆきましたら、なんと⽩⾎病、何回も通院したにもか
かわらず娘の⼿の中で息をひきとりました。 
 
ところが娘のほうは薬の調整に⻑い⽉⽇はかかりましたが、
全部の薬（注射を⼊れて１５種類位あったと思います）を⽌
めて⾃⼒で⽣きてゆけるようになったのです！！ お医者様
が助かったのはシスコで２⼈⽬です、と感涙され私達を抱き
しめてくださいました。⽬の中に⼊れても痛くない程娘をか
わいがった主⼈が⾝代わりになってくれたのか、娘が⽚時も
離さず可愛がってたクロちゃんが⽩⾎病を持っていってくれ
たのか、、、、、、 
私と娘の沢⼭の⽅々への感謝と病との闘いまだまだ続いてお
ります。 また、⼥の城、紀ノ川、いちりん、とビジネスを
したことのない私が３０数年にわたりお店を開店、続けるこ
とができたのも私のもうひとつの不思議な物語かもしれませ
ん。 

             柏原紀⼦ 

ほんとにあった不思議な話      
 
この４５年間に起こった不思議な出来事です。 
私は映画演劇の演出家になりたいという共通の⽬的を持っ
た主⼈と渡⽶、ジャックカーソンアートスタジオとアダル
トスクールに通いはじめました。が娘が⽣まれたことで夢
は中断。彼は東京銀⾏に就職、私は歌の勉強をしながら⼦
育てとピアノバーのお仕事と、忙しい⽇々を過ごすことに
なりました。 
 
主⼈の⺟が⽇本から遊びに来ていた時、４才になっていた
娘の具合が急に悪くなり急性リンパ性⽩⾎病と診断され、
命は２週間、⻑くて３ヶ⽉と⾮情な診断を下されたので
す。 
それでも⼀年の⼊院後、⼀時退院許可がおりた３⽇⽬に今
度は主⼈の様⼦がおかしくなり、お医者様に⽇本⼈にはめ
づらしいホジキンス⽒病（リンパ腺ガン、ジャックリン 
ケネディーと同じ病気）と診断されました。 
娘と同じ位悪いと⾔い渡された通り、その後⼀年半の闘病
を経て主⼈は３１歳の⽣涯を終わらせてしまったのです。 
それから２年、シトシトと冷たい⾬の降る
夜、私が夜中の２時に仕事が終わって⾞を
パークし家に⼊ろうとした時、ミイミイと
いう泣き声、よく⾒ると隣の⾞の下に⽣ま
れて間もない⽬がやっと⾒えるかみえない
位の⼦猫が寒さにふるえているではありま
せんか。 そのころは⽩⾎病は猫が媒介す

連載  理事・会員のひとりごと  

今回は正しい情報が伝わ
らず、年⾦受給者の⽅が
困惑されているテーマであ
る⽶国外に滞在した場合
の⽶国年⾦受給への影

響について説明いたします。 
最近問い合わせが⽬⽴つのが、⽇本帰国に際し、⽶国年⾦が引き続き
⽀給されるかどうかソーシャルセキュリティー（ＳＳ）オフィスに問い合わせ
たところ、次のような回答であったが本当かというものです。具体的には、
「⽇本でも継続して⽶国年⾦を受給できるが、６か⽉毎の⽶国⼊国が
条件である」「⽶国を３０⽇以上離れると⽶国籍者でない限り年⾦は
⽀払われない」「⽶国年⾦は、⽶国籍があれば１００％⽀給されるが、
グリンカード保持者の場合は２５％減額される」「⽶国籍者やグリンカー
ド保持者以外には⽶国年⾦⽀給は⽀給されない」というものです。サンフ
ランシスコではチャイナタウンのＳＳオフィスでこの種の説明をする担当者
がいます。こういったＳＳオフィスの回答はすべて間違いです。残念ながら
この様なＳＳオフィスのいい加減な対応は、全⽶に及んでいると思われ、
しかも、かなり以前から繰り返されています。年⾦の受給資格を維持する
ため仕⽅なく⽶国籍を取得したと残念がる⽅に少なからずお会いしていま
す。 さて、⽶国SSA（⽶国社会保障庁）は⽶国外滞在者に対する⽶
国年⾦の⽀払いについて（What happens to your right to So-

cial Security Payments when you are outside the United 
States）次の様に説明しています。  
（１）⽶国籍者の場合、受給資格さえあれば⽶国外に滞在していても⽶
国年⾦を⽀払います。（原則、⽶国籍でないと年⾦は⽀給されません）但
し、あなたが次の国の国⺠であるなら、⽶国外にどれだけ滞在しようと、受給
資格さえあれば⽶国年⾦は引き続き⽀払われます。（例外対象国）⽇
本、オーストリア、イスラエル、フランス、韓国等２１カ国 
 
（２）あなたが⽶国籍者でなく、⽇本、フランス、メキシコ、ブラジル等７７
カ国の国⺠である場合、６か⽉以上⽶国外に滞在した場合、次の例外国
を除き、⽶国年⾦の⽀払いは⽶国を離れた６か⽉後にストップします。（例
外国）現在、⽶国が社会保障協定を締結している国 ⽇本、オーストラリ
ア、フランス、韓国等２１カ国。 以上から、⽇本国籍者は⽶国外に住んで
いても⽶国年⾦の受給資格さえあれば、年⾦を受給できるということです。
（因みに、イスラエルは（１）の例外対象国ですが、（２）の例外国では
ありません。）そして年⾦受給者の当惑は、ＳＳオフィスの担当者がこの例
外規定を理解しないまま対応した結果ということです。⽼後の⽣活の基盤で
ある年⾦の制度については、正しい理解のもとに対応してもらいたいもので
す。 
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